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・普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。（自治法§209①） 
・特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分
して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。（自治法§209②） 





 当初予算 

 一会計年度を通じて定められる基本的予算 

 

 補正予算 

 予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に変更を加えるために

提出する予算（218条1項） 

 

 暫定予算 

 通常予算が年度開始前までに成立しない場合等に調製する予算（218条2
項） 



 歳入歳出予算 

歳入歳出予算は、歳入にあっては、その性質に従って款に大別し、かつ、各款中においてはこれを
項に区分し、歳出にあっては、その目的に従ってこれを款項に区分しなければならない。（216条） 

 

 継続費 

普通地方公共団体の経費をもって支弁する事件でその履行に複数年度を要するものについては、
予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたって支出することが
できる。（212条6項） 

 

 繰越明許費 

歳出予算の経費のうちその性質上又は予算の成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わら
ない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することが
できる。（213条1項） 

 

 債務負担行為 cf. 長期継続契約（234条の3） 

歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地
方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければな
らない。（214条） 

 













つくば市 H24一般会計決算書 （歳入） ※一部抜粋 



つくば市 H24一般会計決算書 （歳出） ※一部抜粋 



つくば市 H24一般会計事項別明細書 （図書館費） 



つくば市 H24一般会計 実質収支に関する調書 



つくば市 H24 財産に関する調書 ※一部抜粋 



つくば市 H24 基金の運用状況報告書 ※一部抜粋 



つくば市 H24 主要施策の成果及び予算執行の実績 （図書館） 
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◎再建団体移行を正式表明＝破綻法制に影響も－北海道夕張市 

 多額の負債を抱える北海道夕張市は２０日、国の管理下で財政の立て直しを進める財 
政再建団体に移行する方針を正式表明した。市議会で後藤健二市長が「自力での再建は 
困難で、法の下での再建に取り組む決意をした」と述べた。国から再建団体に指定され 
れば、１９９２年の福岡県赤池町（現福智町）以来。自治体財政の窮状ぶりの一端が浮 
かび上がった形で、総務省が検討している破綻（はたん）法制論議にも影響を与えそう 
だ。  

 夕張市は炭鉱の閉山で人口が急減、税収が減る一方、高齢化は進んだ。市の一般財源 
の標準的な規模は約４５億円。これに対し実質的な負債総額は５００億円を超えており、 
一時借り入れで当面の財源不足をしのいできた。 

 後藤市長は「財政再建を最優先課題に取り組んできたが、国の交付税の見直しもあり 
これまでの対策では追い付かない」と述べ、地方交付税の抑制など財政を取り巻く環境 
の厳しさも指摘した。 

 財政再建団体に指定されると、累積した赤字の解消に向け職員数の削減や給与の見直 
し、税や手数料などの引き上げ、市の判断で実施している事業の廃止などが迫られる可 
能性が高く、市民生活に影響が出る。（了） 

（時事通信 平成１８年６月２０日） 



１．夕張市の概況  
 人口：S35国調(最大時):107,972人→H22国調:10,922人 

(H26.3.31住基人口:9,765人) 
※老齢人口割合：H22国調:43.8％(道内最高)  
            [参考]北海道:24.7％ 全国:23.0％ 

  面積：763.20k㎡(うち林野面積:91％) [参考]東京23区:621.98k㎡ 
  

２．夕張市の財政悪化要因  
 ① 歳入減少 

 炭鉱の閉山(炭鉱数S35:17→H2:0)による人口減少に伴い歳入が大幅に減少 
 ② 歳出規模の拡大 

 観光施設整備(「石炭の歴史村」整備、リゾートホテル取得 等)による公債費等の負担(H16
人口一人当たり地方債残高:1,007千円⇔類似団体平均:498千円)、三セク(石炭の歴史村
観光、夕張観光開発 等)の運営への赤字補てんの増大等 

 歳入減少に伴うサービス水準の見直しや組織のスリム化が大きく立ち遅れ、総人件費の抑
制も不十分(H16人口千人当たり職員数:20.12人⇔類似団体平均:10.20人)であったこと 

 ③ 不適正な財務処理 
 会計間で年度をまたがる貸付・償還を行うことで赤字決算を先送り 

 



３．夕張市財政再生計画の概要  
 ① 計画策定の経緯 
   H18. 6.20 夕張市長が旧再建法に基づき財政再建に取り組む決意を表明 
      9.29 夕張市議会が財政再建の申出を議決 
   H19. 2.28 夕張市議会が財政再建計画を議決 
      3. 6 総務大臣が財政再建計画に同意 (実質計画期間H19～H36[18年間]) 
   H22. 3. 2 夕張市議会が財政再生計画及び同計画の総務大臣への協議を議決 
      3. 9 総務大臣が財政再生計画に同意 (実質計画期間H22～H38[17年間]) 
 ② 解消すべき赤字額 
    再建計画策定時 ３５３億円 [参考]H17決算歳出規模:126億円 
    再生計画策定時 ３２２億円 [参考]H20決算歳出規模: 73億円 
 ③ 主な取組み 
    歳入：市税の税率引上げ(市民税、固定資産税、軽自動車税 等)、使用料・手数料の見直し(施

設使用料50％引上げ、ごみ処理手数料の新設 等)など 
    歳出：人件費見直し(全国の市町村の中で最も低い水準)、事務事業等の抜本的見直し(観光事

業会計の廃止、病院を診療所に縮小 等)など 
 ④ 国、北海道の対応 
    国：赤字振替債である再生振替特例債の利子の一部負担(特別交付税)など 
    道：道貸付金借換制度の創設(償還期限の延長)、職員派遣(H26:13名)、一部市道の除雪など 



地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要 

 
○自主的な改善努力による 
財政健全化 
 

・財政健全化計画の策定（議会の議決）、 
 外部監査の要求の義務付け 
 
・実施状況を毎年度議会に報告し公表 
 

・早期健全化が著しく困難と認められると
きは、総務大臣又は知事が必要な勧告                                                      

公営企業の経営の健全化 

 
○国等の関与による確実な再生 
 
 

・財政再生計画の策定（議会の議決）、外部 
 監査の要求の義務付け 
 

・財政再生計画は、総務大臣に協議し、同意 
 を求めることができる 
 

 【同意無】 
 ・災害復旧事業等を除き、地方債の起債を制限 
 【同意有】 
 ・収支不足額を振り替えるため、償還年限が計画期 
  間内である地方債（再生振替特例債）の起債可 
 

・財政運営が計画に適合しないと認められる 
 場合等においては、予算の変更等を勧告 
 
 
 
 
 
 
 

財政の再生 

（
健
全
財
政
） 

（
財
政
悪
化
） 

 
○指標の整備と情報開示の徹底 
 

・フロー指標：実質赤字比率、連結実質 
 赤字比率、実質公債費比率 
 

・ストック指標：将来負担比率＝公社・ 
 三セク等を含めた実質的負債による 
 指標 
 

→監査委員の審査に付し議会に報告し公
表 

健全段階 財政の早期健全化 

指標の公表は平成１９年度決算から、財政健全化計画の 

   策定の義務付け等は平成２０年度決算から適用 

25％ 実質公債費比率 

実質赤字比率 

連結実質赤字比率 

将来負担比率 

道府県：3.75% 
市町村 ：11.25%～15% 
道府県：8.75% 
市町村 ：16.25%～20% 

都道府県・政令市：400% 
市町村           ：350% 

35％ 

道府県：  5% 
市町村 ： 20% 
道府県：15% 
市町村 ： 30% 

資金不足比率 20% 

早期健全化基準 財政再生基準 

経営健全化基準 （公営企業ごと） 

３年間（平成21年度から平成23年
度）の経過的な基準（都道府県は
25%→25%→20%、市区町村は
40%→40%→35%）を設けていた。
東京都の基準についても、経過
措置が設けられていた。 

※ 実質赤字比率及び連結実質赤
字比率については、東京都の基準
は、別途設定されている。 

 旧来の地方公共団体の財政再建制度では分かりやすい財政情報の開示や早期是正機能がない等の問題が指摘されて
いたため、新たな指標の整備とその開示の徹底、財政の早期健全化や再生を図る「地方公共団体の財政の健全化に関する
法律（平成１９年法律第９４号）」が平成２１年４月に全面施行されています。法律の概要は下図のとおり。 
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地方分権21世紀ビジョン懇談会報告書（平成18年7月3日） 

２．各論（３）いわゆる“再生型破綻法制”の整備背景・目的 
 この観点から、いわゆる“再生型破綻法制”の検討に早期に着手し、３年以内に整備すべき

である。その際、透明なルールに基づく早期是正措置を講じ、それでもうまくいかなかった場

合に再生手続きに入るという２段階の手続きとすべきである。これらの点を踏まえた、いわゆ

る“再生型破綻法制”の制度の概要を今秋までに作成・公表すべきである。 

「基本方針2006」（平成18年7月7日閣議決定） 

 再建法制等も適切に見直すとともに、情報開示の徹底、市場化テストの促進等について地方行

革の新しい指針を策定する。 

新しい地方財政再生制度研究会報告書（平成18年12月8日） 

 このため、新しい地方財政再生制度においては、財政情報の開示を徹底し、透明なルールのもと

に早期是正措置を導入することにより、住民のチェック機能を働かせ、財政再建を促していくことを

柱とする早期是正・再生スキームを構築すべきであり、以下のとおり具体的な提言を行うものであ

る。 

地方公共団体財政健全化法創設までの経緯① 

 平成１８年の地方分権２１世紀ビジョン懇談会での議論を契機に、 「新しい地方財政再生制度

研究会」等において地方公共団体の財政再建制度のあり方について議論されました。これらの議

論を踏まえ、地方公共団体財政健全化法が創設されています。 
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新しい地方財政再生制度研究会報告書（平成18年12月8日）（続き） 

○ この半世紀あまりで、地方公共団体の行政活動は著しく多様化してきており、地方公共団体の
活動を全体として捉え、その財政状況を住民が分かりやすく把握できるよう、必要なものの追加
も含め財政指標の充実が必要である。 

○ 新しい地方財政再生制度においては、・・・特に、 
① 当該団体全体の財政運営上の問題を把握しその責任を明確化するという観点、 
② 地方公社や第三セクターの状況も含め、当該団体の潜在的なリスクも含めた中長期的な
財政運営の健全化を図るという観点 

  から、フロー・ストックの両面において必要な指標を用いるべき 

○ 今回の新しい再生制度においては、新たなフロー指標を設け、公営企業会計も連結して把握
することにより、公営企業会計が悪化した結果、当該地方公共団体全体の新たなフロー指標が
早期是正又は再生段階に至った場合には、当該公営企業会計を中心に早期是正又は再生ス
キームが適用されるものである。 

○ しかし、公営企業が供給する住民サービスは、上・下水道、病院など住民の日常生活に欠くこ
とのできないものが多いことから、その経営の悪化が住民生活に多大な影響を与えることのない
よう、個々の公営企業会計においても、経営悪化の初期の段階から経営健全化計画の策定を
義務づけ、自律的な経営改善を促すこととすべきである。また、このことにより、公営企業会計の
経営が悪化した場合に普通会計に与える影響も未然に防止することが可能となる。 

地方公共団体財政健全化法創設までの経緯② 
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行の経過 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 
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地方団体における財
政指標の算定・議会
報告・公表等 

新制度の 
本格的検討 

法案審議 

地方団体との 
意見交換、 
制度説明等 

財政指標の算
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法の円滑な施
行のための制
度周知等 

再生型破綻
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・ 

現行再建法
制の見直し 
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健全化判断比率等の算定の対象となる会計 

地方公社・第三セクター等 

一般会計 
等 

公営事業 
会計  うち 

 公営企業 
 会計 

一部事務組合・広域連合 

一般会計 

特別会計 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

     

地
方
公
共
団
体 
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字
比
率 

資
金
不
足
比
率 

※公営企業会計
ごとに算定 
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率 

実
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公
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率 

将
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負
担
比
率 

実
質
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字
比
率 

不
良
債
務 

※公営企業会計
ごとに算定 

（旧制度） （地方公共団体財政健全化法） 

○ 健全化判断比率・資金不足比率の算定の対象となる会計は下図のとおり。 
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健全化判断比率等の算出式 

                 一般会計等の実質赤字額 

                      標準財政規模 
実質赤字比率 ＝ 

・ 一般会計等の実質赤字額 ： 一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質赤字の額 

・ 実質赤字の額 ＝ 繰上充用額 ＋（支払繰延額＋事業繰越額） 

                     連結実質赤字額 

                      標準財政規模 
連結実質赤字比率 ＝ 

・ 連結実質赤字額 ： イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額 
  イ 一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、 
          実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額 
  ロ 公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額 
  ハ 一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額 
  ニ 公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額 

                      （地方債の元利償還金 ＋ 準元利償還金） － 
                                                         （特定財源 ＋ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

                          標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）                   

実質公債費比率 
  （３か年平均） 

・ 準元利償還金 ： イからホまでの合計額 

  イ 満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合における1年当たりの元金償還金相当額 

  ロ 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの 

  ハ 組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの 

  ニ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの 

  ホ 一時借入金の利子 

＝ 

○ 健全化判断比率・資金不足比率の算出式は以下のとおり。 
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                  将来負担額 － （充当可能基金額 ＋ 特定財源見込額 ＋ 地方債現在高等に係る 
                             基準財政需要額算入見込額） 

                     標準財政規模 － （元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）             

・ 将来負担額 ： イからチまでの合計額 

  イ 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高 

  ロ 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第5条各号の経費に係るもの） 

  ハ 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額 

  ニ 当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額 

  ホ 退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額 

  ヘ 地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち、 

         当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額 

   ト 連結実質赤字額 

  チ 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 

・ 充当可能基金額 ： イからヘまでの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金 

将来負担比率 ＝ 

                      資金の不足額 

                        事業の規模 
資金不足比率 ＝ 

・ 資金の不足額 ： 資金の不足額（法適用企業）＝（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の  
                                 現在高 －流動資産） － 解消可能資金不足額 

             資金の不足額（法非適用企業）＝（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費等以外の経費の財源に 

                                                                        充てるために起こした地方債現在高）－ 解消可能資金不足額 

       ※ 解消可能資金不足額 ： 事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事情がある場合において、資金の不足額から 

                                               控除する一定の額。 

        ※ 宅地造成事業を行う公営企業については、土地の評価に係る流動資産の算定等に関する特例がある。 

・ 事業の規模 ：  事業の規模（法適用企業）＝ 営業収益の額 － 受託工事収益の額 

                       事業の規模（法非適用企業）＝ 営業収益に相当する収入の額 － 受託工事収益に相当する収入の額 

    ※ 指定管理者制度（利用料金制）を導入している公営企業については、営業収益の額に関する特例がある。 

     ※ 宅地造成事業のみを行う公営企業の事業の規模については、「事業経営のための財源規模」（調達した資金規模）を示す資本及び負債の合計額とする。 
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１ 実質赤字比率 
（１）早期健全化基準については、地方債協議・許可制度における許可制移行基準（市町村
※2.5％～10％、都道府県2.5％）と財政再生基準との中間の値をとり、市町村は財政規
模に応じ11.25～15％、道府県は3.75％とする。※特別区を含む。以下同じ。 

（２）財政再生基準については、財政規律を確保する上で事実上の規範として定着している
旧再建法の起債制限の基準を用い、市町村は20％、道府県は５％とする。 

※（１）、（２）について東京都の基準は別途設定されている。 

早期健全化基準、財政再生基準、経営健全化基準の設定の考え方① 

実質赤字比率に係る市町村の早期健全化基準と財政再生基準のイメージ

0
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許可制移行基準

0 %

○ 地方公共団体財政健全化法創設時の各指標の早期健全化基準、財政再生基準、経営健全化基準の設定の 
 考え方は以下のとおり。 
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連結実質赤字比率に係る市町村の早期健全化基準と財政再生基準のイメージ
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連結実質赤字比率（％）
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16.25 %

11.25 %

実質赤字比率の
早期健全化基準

実質赤字比率の
財政再生基準

10 %

5 %

２ 連結実質赤字比率  
（１）早期健全化基準は、実質赤字比率の早期健全化基準に、公営企業会計等における経営
健全化等を踏まえ５％加算し、市町村については財政規模に応じ16.25～20％、道府県につ
いては8.75％とする。 

（２）財政再生基準は、実質赤字比率の財政再生基準に（１）と同様の観点から10％加算し、市
町村は30％、道府県は15％とする。 

※（１）、（２）について東京都の基準は別途設定されている。 
※ 連結実質赤字比率は、法で導入された新しい指標であることに鑑み、財政運営に大きな制約を与える財政再生基準については、３年間の

経過的な基準（10～５％引上げ）を設ける（平成２１年度～平成２３年度）。また、東京都にも別途経過的な基準が設けられている。 

早期健全化基準、財政再生基準、経営健全化基準の設定の考え方② 
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早期健全化基準、財政再生基準、経営健全化基準の設定の考え方③ 

３ 実質公債費比率 
  
（１）早期健全化基準については、市町村・都道府県とも、地方債協議・許可制度において一
般単独事業の許可が制限される基準とされている25％とする。 

（２）財政再生基準は、市町村・都道府県とも、地方債協議・許可制度において、公共事業等
の許可が制限される基準とされている35％とする。 

 
４ 将来負担比率  
 
 実質公債費比率の早期健全化基準に相当する将来負担額の水準と平均的な地方債の償
還年数を勘案し、市町村は350％、都道府県及び政令市は400％とする。 
 
５ 公営企業ごとの資金不足比率  
 
  経営健全化基準（早期健全化基準に相当する基準）は、地方債協議・許可制度における
許可制移行基準を勘案して20％とする。 
（営業収益／年の５％程度の合理化努力×４年のイメージ） 
 
注  財政健全化計画の内容は、地方公共団体の自主性に委ねられることを踏まえ、実質公債費比率に基づく地方債同意等基準における 
 ３(１)(２)の間の起債制限の事業区別は撤廃した。（平成２１年度地方債同意等基準） 
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Ⅰ．健全化判断比率の状況 

 【参考】財政健全化団体等の状況 

 ○ 財政再生団体 ： 北海道夕張市 

 ○ 財政健全化団体 ： 青森県大鰐町(※)、大阪府泉佐野市 

    

Ⅱ．資金不足比率の状況 
○ 経営健全化基準以上である公営企業会計：２０会計 （２３年度決算：３６会計） 
 ※ ２０会計の内訳：交通事業3会計、病院事業4会計、市場事業2会計、と畜場事業1会計、宅地造成事業4会計、観光施設事業5会計、その他事業1会計 

○資金不足額がある公営企業会計：６９会計（２３年度決算：８８会計） 
 
 

１．実質赤字比率 ２．連結実質赤字比率 

３．実質公債費比率 ４．将来負担比率 

* 一般会計等の赤字の程度を指標化したもの 
* 早期健全化基準 市町村：財政規模に応じ11.25％～15％、道府県：3.75％ 
  財政再生基準 市町村：20％、道府県：５％ 

* 一般会計等と公営企業会計等の赤字の程度を連結して指標化したもの 
* 早期健全化基準 市町村：財政規模に応じ16.25％～20％、道府県：8.75％ 
   財政再生基準 市町村：30％、道府県：15％ 

* 交付税算入分以外の公債費等の程度を指標化したもの 
* 早期健全化基準 25％、財政再生基準 35％ * 地方債現在高、公営企業に対する債務や退職手当引当分を指標化したもの 

* 早期健全化基準 市町村（政令市を除く。）：350％、都道府県及び政令市：400％ 
  なお、財政再生基準の設定はない。 

○ 早期健全化基準以上の団体：なし（２３年度決算も同じ） ○ 早期健全化基準以上の団体：なし（２３年度決算も同じ） 

○財政再生基準以上の団体：１団体（ 夕張市：40.0％） 
 （２３年度決算も団体は同じ） 
○都道府県平均：13.7％、市区町村平均：9.2％ 

○早期健全化基準以上の団体：２団体 
（夕張市：816.1％、泉佐野市：352.0％）  
（２３年度決算も団体は同じ） 
○都道府県平均：210.5％、市区町村平均：60.0％ 

(※) 大鰐町は早期健全化基準未満であるが、財政健全化計画上、今後、実質公債費比率が早期健全化基準を上回る見込みであるため、今
年度は完了報告を行わず、引き続き財政の健全化に取り組むこととしている。 

○ 平成２４年度決算に基づく健全化判断比率等の状況については以下のとおり。（平成２５年１１月２９日確報公表） 

* 公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すもの 
* 経営健全化基準 20％ 

○ 実質赤字額がある団体：なし（２３年度決算：２団体） ○ 連結実質赤字額がある団体：７団体（２３年度決算：９団体） 

平成２４年度決算に基づく健全化判断比率等の状況 
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財政再生団体及び財政健全化団体の推移 

平成２０年度決算 平成２１年度決算 平成２２年度決算 平成２３年度決算 平成２４年度決算 

財政再生団
体 

北海道 夕張市  

財政健全化 
団体 

青森県 大鰐町 
大阪府 泉佐野市 

          
            

 
                                   

 
 

 
 

北海道 洞爺湖町           
奈良県 御所市 
沖縄県 座間味村 
     伊是名村 

北海道 江差町 
    由仁町 
    中頓別町 
福島県 双葉町 
奈良県 上牧町 
鳥取県 日野町 
沖縄県 伊平屋村 

北海道 歌志内市 
     浜頓別町 
     利尻町 
山形県 新庄市 
群馬県 嬬恋村 
長野県 王滝村 
兵庫県 香美町 
高知県 安芸市 

団体数合計 ２２団体(１団体) １４団体(１団体) ７団体(１団体) ３団体(１団体) ３団体(１団体) 
※団体数合計の（  ）内の数値は、うち財政再生団体数。 
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決算カード 



 財政力指数 

 地方公共団体の財政力を示す指数 

 基準財政収入額÷基準財政需要額の過去３年間の平均値 

  

 実質収支比率 

 標準財政規模に対する実質収支の割合 

 実質収支÷標準財政規模 

 

 ※ 実質収支：形式収支（歳入－歳出）－繰越財源 

標準財政規模：地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示
すもの。すなわち通常水準の行政活動を行う上で必要な一般財源の総量 

（基準財政収入額 － 各種譲与税 － 交通安全対策特別交付金）×100÷75＋各種譲
与税＋交通安全対策特別交付金＋普通交付税 ＋臨時財政対策債発行可能額 



経常収支比率 

  経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを
見るもの。比率が高いほど財政構造の硬直化が進展。 

 人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費
（経常的経費）に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税
を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源（経常一般財源）、
減収補填債特例分及び臨時財政対策債の合計額に占める割合 

 

公債費負担比率 

 地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断す
る指標の一つ。公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対
する割合。 

 公債費負担比率が高いほど、一般財源に占める公債費の比率が
高く、財政構造の硬直化が進展。 



 実質赤字比率 

 当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比
率 

 早期健全化基準：都道府県 3.75%、市町村 11.25～15% 

 財政再生基準：都道府県 5%、市町村 20% 

 地方財政法に基づく起債許可：都道府県 2.5% 

                     市町村 2.5%～10% 

 
 
 

実質赤字比率 =
一般会計等の実質赤字額

標準財政規模
 



 連結実質赤字比率 

 当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額
の標準財政規模に対する比率 

 早期健全化基準：都道府県 8.75%、市町村 16.25～20% 

 財政再生基準：都道府県 15%、市町村 30% 

 

連結実質赤字比率 =
連結実質赤字額

標準財政規模
 



 実質公債費比率 

 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とし
た額に対する比率 
 早期健全化基準：都道府県・市町村 25% 
 財政再生基準：都道府県・市町村 35% 
 地方財政法に基づく起債許可：都道府県・市町村18% 
                     （起債届出：16%） 

 

 

実質公債費比率（３カ年平均）

=

（地方債の元利償還金 ＋ 準元利償還金） 
－ （特定財源＋ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
 



 将来負担比率 

 地方公社等も含む、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債
の標準財政規模を基本とした額に対する比率、将来財政を圧迫する可能性の度合いを
示す指標 

 早期健全化基準：都道府県 400%、市町村 350% 

 

  

  

将来負担比率

=

将来負担額 －（充当可能基金額 ＋ 特定財源見込額 
＋ 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
 



第５　グループ別主要指数の比較表

１．概要
　第１表　一般的事項・財政事項

実質収支 経常一般 経常収支比率 減収補塡債(特例分) 実質 公債費
　区分 比率 財源比率 (Ｉ)／(Ｈ) 及び臨時財政対策債 公債費 負担

(Ｇ)／(Ｅ) (Ｈ)／(Ｅ) ＋減収補塡債特例分 を経常一般財源等から 比率 比率
(%) (%) ＋臨時財政対策債(%) 除いた経常収支比率(%) (%) (%)

総 　東京都を含む 1.3 88.0 94.6 109.6 13.7 19.7
額 　東京都を含まず 1.0 84.7 94.9 112.3 15.2 21.4
Ｂ1 　グループ 0.6 80.1 96.9 120.5 14.0 17.7
Ｂ2 　　　〃 1.1 84.0 94.7 113.1 14.7 19.6
Ｃ 　　　〃 1.0 86.8 94.1 109.2 15.7 22.7
Ｄ 　　　〃 0.9 87.4 93.9 107.8 17.1 25.7
Ｅ 　　　〃 2.1 88.4 93.7 106.8 15.3 24.1
Ｆ 　　　〃 3.7 115.0 92.7 92.7 1.0 9.8

財政事項



 政令指定都市（１類型） 
 選定団体数 19 団体 

 特別区（１類型） 
 選定団体数 23 団体 

 中核市（１類型） 
 選定団体数 41 団体 

 特例市（１類型） 
 選定団体数 40 団体 



[概況]　2.産業構造、財政事項

項目

実質収支比率 経常一般財源等比率 経常収支比率 公債費負担比率 実質公債費比率 財政力指数

(C)/(A)　 (%) (D)/(A)　 (%) (%) (%) (%)
類型

政令指定都市 1.2 92.7 95.5 105.9 20.2 12.1 0.86
特別区 3.5 68.4 86.4 86.4 6.1 0.0 0.59
中核市 3.5 95.0 90.1 97.1 16.9 9.2 0.77
特例市 5.0 95.4 90.2 96.8 14.7 8.6 0.85
Ⅰ－０ 6.1 95.0 87.4 93.2 17.4 13.5 0.46
Ⅰ－１ 6.3 94.6 89.0 95.0 17.7 13.8 0.42
Ⅰ－２ 6.0 94.4 89.0 96.6 16.1 12.7 0.69
Ⅰ－３ 5.6 96.2 90.0 95.7 17.9 13.9 0.38

都 Ⅱ－０ 7.4 95.7 86.7 92.7 14.8 11.1 0.70
Ⅱ－１ 5.6 94.3 89.6 96.5 15.6 11.1 0.65
Ⅱ－２ 5.9 95.8 89.0 96.2 15.2 12.2 0.71
Ⅱ－３ 4.8 94.3 95.4 103.2 15.3 10.6 0.65
Ⅲ－０ 6.4 96.0 85.0 91.0 14.9 11.6 0.72
Ⅲ－１ 5.0 95.1 89.9 96.3 15.2 9.3 0.77
Ⅲ－２ - - - - - - -

市 Ⅲ－３ 4.3 93.7 92.1 98.3 14.5 7.2 0.76
Ⅳ－０ 7.1 97.7 83.9 89.1 13.1 7.7 1.00
Ⅳ－１ 5.0 95.1 90.1 96.3 14.1 7.6 0.85
Ⅳ－２ 6.9 92.9 89.4 97.6 13.6 5.6 0.78
Ⅳ－３ 3.3 95.6 96.6 102.5 14.0 5.3 0.94
Ⅰ－０ 6.0 95.3 81.2 85.9 17.4 11.4 0.17
Ⅰ－１ 9.8 95.8 80.2 84.8 15.7 9.4 0.22
Ⅰ－２ 8.6 96.0 83.1 87.4 16.3 10.8 0.26
Ⅱ－０ 5.6 95.2 83.2 87.9 17.7 12.2 0.25

町 Ⅱ－１ 6.8 95.5 82.9 88.4 14.4 11.9 0.36
Ⅱ－２ 7.6 95.3 85.0 90.3 15.4 12.6 0.42
Ⅲ－０ 5.4 95.1 85.4 90.6 18.7 14.5 0.27
Ⅲ－１ 10.0 94.7 81.9 87.4 10.4 10.9 0.60
Ⅲ－２ 6.1 95.9 86.1 91.7 14.7 11.6 0.47
Ⅳ－０ 6.3 94.2 85.7 90.8 17.4 14.5 0.31

村 Ⅳ－１ 8.4 93.5 84.3 91.0 13.4 12.6 0.48
Ⅳ－２ 7.5 94.2 87.6 93.6 15.5 12.3 0.51
Ⅴ－０ 5.1 94.9 86.2 91.9 19.7 13.8 0.37
Ⅴ－１ 6.7 96.2 86.9 92.3 13.8 11.1 0.69
Ⅴ－２ 6.1 94.0 86.9 93.6 13.3 10.1 0.65

（注）産業3部門の比率は、就業人口総数から分類不能の産業就業者数を除いた数値を分母としている。

財政事項(１団体当たり千円)

減収補塡債特例分
及び臨時財政対策
債を経常一般財源
等から除いた経常

収支比率(%)
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